
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号 

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
並
び
に
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
十
三
号
及
び
第
三
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
十
一
月
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

後
藤 

茂
之 

 
 

 

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
六
十
六
条
の
九 

令
第
三
十
五
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食

品
は
、
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚

生
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
（
同
条
第
二

十
一
項
に
規
定
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
四
十
一

項
に
規
定
す
る
乳
酸
菌
飲
料
の
う
ち
、
無
脂
乳
固
形
分
三
・
〇
％
未
満
を
含

む
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
十
六
条
の
十 

令
第
三
十
五
条
第
三
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食

品
は
、
玄
米
、
精
米
、
麦
類
、
そ
ば
の
実
、
コ
ー
ヒ
ー
生
豆
、
焙
煎
コ
ー

ヒ
ー
豆
、
茶
、
焙
煎
麦
、
は
ち
み
つ
、
乾
し
し
い
た
け
、
落
花
生
（
生
鮮
の

も
の
及
び
ゆ
で
た
も
の
を
除
く
。
）
、
節
類
、
削
節
類
、
焼
き
の
り
、
乾
燥

パ
ン
粉
、
ゼ
ラ
チ
ン
、
焼
ふ
、
顆
粒
状
又
は
粉
末
状
の
食
品
、
顆
粒
状
又
は

粉
末
状
の
食
品
を
圧
縮
成
形
し
た
食
品
及
び
顆
粒
状
又
は
粉
末
状
の
食
品
を

カ
プ
セ
ル
に
入
れ
た
食
品
並
び
に
こ
れ
ら
の
食
品
を
混
合
し
た
食
品
並
び
に

食
酢
と
す
る
。 

 

第
六
十
七
条 

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
施
設
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
営
業
者
が
当
該
営
業
を
譲
渡
し
た
と
き
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
者

は
、
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
同
号
に
掲
げ

る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

第
六
十
六
条
の
九 

令
第
三
十
五
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食

品
は
、
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚

生
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
（
同
条
第
二

十
項
に
規
定
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
四
十
項
に

規
定
す
る
乳
酸
菌
飲
料
の
う
ち
、
無
脂
肪
固
形
分
三
・
〇
％
未
満
を
含
む
も

の
と
す
る
。 

 

第
六
十
六
条
の
十 

令
第
三
十
五
条
第
三
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食

品
は
、
食
酢
及
び
は
ち
み
つ
と
す
る
。 

       

第
六
十
七
条 

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
施
設
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
営
業
者
が
当
該
営
業
を
譲
渡
し
た
と
き
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
者

は
、
図
面
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
図

面
の
添
付
及
び
同
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
八 

（
略
） 
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五

条
第
三
十
号
の
営
業
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
の
十
に
規
定
す
る
食
品
を

製
造
す
る
営
業
に
限
る
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も

の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
三
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
五
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
な
い
で
営
業
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら

起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

営
業
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
施
行
日
前
に
行
っ
た
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
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令
の
施
行
の
際
、
許
可
又
は
不
許
可
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
営
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日

に
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。 
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